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 和歌山下津港本港区大浦地区（和歌山市西浜）及び同内港地区（和歌山市築港）において、40 年以上続いていたプレジ

ャーボートの不法係留を、小型船舶係留施設の整備により、全て移動及び撤去したことに関する戦略、他地区への展開及

び今後の和歌山県における放置艇対策の進め方を報告します。また、この取組みが、来る東南海・南海大地震等の防災

対策に役立つことを期待致します。 

 

キーワード 放置艇対策、強制執行、防災対策、景観再生 

 

１ はじめに 

 
 和歌山県下では、三水域（河川、港湾、漁港等）合わせて

約 5,800 隻のプレジャーボートが存在し、その内約 3,800 隻

が放置艇となっています（平成 22 年度プレジャーボート全国

実態調査。図 1－1 参照）。 

 
本県では、平成 20 年 4 月に「和歌山県プレジャーボートの

係留保管の適正化に関する条例（以下「PB 条例」という。）」

を施行し、図 1－2 のとおり、「規制強化による適正保管」（ソ

フト対策）と「係留保管施設の確保及び整備」（ハード対策）を

一体的に取り組んできました。 

 

 

また、ソフト対策として、平成 22 年度から 25 年度までに実施

した簡易代執行などの撤去実績は、下記の図 1―3 のとお

りで、各地にて積極的実施しているところです。 
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２ 行政代執行事例 
 

行政代執行の事例を紹介します。和歌山県では、湯浅広

港（和歌山県有田郡広川町）にて、行政代執行を計４隻に対

して、実施しています。 

 

 

これは、同港おける所有者が判明した船舶の中で、下記

の図２－４のとおり、公益性に著しく反する船舶について、実

施しました。 

この中で、平成 23 年度に実施した船舶について、紹介し

ます。 

 

 和歌山県では、図２－３の経過書のとおり、何度も粘り強く

交渉致しましたが、一向に是正に向けて取り組む様子は無く、

また、図２－１のとおり、役場と公園が隣接していることもあり、

町から実施に向けての要望があるなど、喫緊に行わなけれ

ばならない状況でした。 

 そこで、状況や行政代執行の要件を課内で検討・確認した

ところ、図２―４のとおり、合致したので、知事の決裁を得た

上で、取組みました。 

 

 

代執行実施後の同港での行政指導は、かなりスムーズに

進みました。今までは、何度も、粘り強く交渉しなければ、応

じない所有者が多かったのですが、案内・指示書などの行政

指導文書を送付しただけで、強制的な措置を取ること無く、

自主的に撤去を始めるなど、抑止効果が、確実に現れてい

ます。 
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３ 放置艇“0”大作戦 

 
 「放置艇“0”大作戦」は、これまでの単発的なソフト施策に

加えて、新たな係留施設を整備し、放置艇の受入体制が整

った地区において、移動指導を行い、指導に従わない放置

艇所有者に対し、行政代執行も視野に入れて強制撤去等を

実施することとしました。 

また、この取組みを「放置艇“0”大作戦」と、皆様に分かり

易くかつインパクトの強い名前にしました。 

この大作戦では、まず、知事自ら、「放置艇“0”大作戦」の

取組み方針を記者発表し、和歌山県がトップダウンで取り組

む、強い意思を表明した上で、報道機関、地元自治会、船舶

愛好団体や船舶事業者との連携により、実施することとしま

した。 

 

 

４ 放置艇“0”大作戦の実施例① 

～和歌山下津港大浦地区（和歌山市西浜地先）～ 

 
和歌山下津港湾大浦地区は、紀州徳川家ゆかりの庭園

（養翠園）のある景勝地であり、付近には、幼稚園・小学校の

教育施設や住宅団地がある地区です。 

しかし、この地区は、地形的に、静穏度が非常に高く、か

つ、周辺に大きな河川が無く風水害の危険性が著しく低いこ

とから、放置艇の絶好の係留箇所であり、許可無く、約 100

隻の放置艇が係留していました。 

 

 

 このため、近隣住民や学校関係者から、「放置艇が景観

を害し、養翠園が台無しだ。」、「放置艇が津波時に凶器にな

る。」、「路上駐車の存在が、子どもに対して危険であり、また、

送り迎えでも、迷惑している。」などの声が上がっており、和

歌山県としても、放置艇の撤去が、喫緊の課題でした。  

このため、津波からの二次被害を防止するため、民家から

離れた住居の無い工業団地の地先に、西浜小型舶係留施

設（PB）を設置しました。 

 しかしながら、放置艇利用者との交渉では、使い慣れた

場所からの移動を嫌う方が多く、交渉が難航しました。 

このため、「月極駐車場並みの価格（１万円/月）であるこ

と」、「駐車場（200 台）の完備した浮桟橋施設であること」や

「住宅地から離れており、船のエンジン音などを気にしないで

良い」など、新係留施設のことを丁寧に説明したところ、３～

４割の方が移動されました。  
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 また、和歌山県としても、ただ施設のＰＲをするだけで無く、

移動を促進するために、報道機関への定期的な情報提供

（図４－５）や取材対応などの積極的な情報交換を行い、放

置艇に対する和歌山県の考えを説明し、対象者や住民への

周知に努めました。 

 

 更に、知事から、「行政代執行も視野に入れて交渉を進め

ること」との明確な指示もありましたので、強制撤去を行う旨

の文書を何度も送付し、個別訪問を行うなど、地道な活動を

行いました。 

 他にも、移動した放置艇利用者から残っている利用者に対

して、移動を促す声かけをはじめ、放置艇が再係留しないよ

うに見守るなどの活動があり、また、船舶事業者からは、県

の方針を放置艇所有者へ的確に伝えるだけでなく、新しい係

留施設への入出庫に必要な操船練習の立会いを行うなどの

活動がありました。 

このように、関係者から協力を頂いた結果、放置艇“0”大作

戦が成功し、大浦地区には、かつての景観が蘇りました。 

 

 

 

５ 放置艇“0”大作戦の実施例② 

～和歌山下津港内港地区（同市築港地先）～ 

 
 内港地区は、江戸時代に作成された絵巻物にも登場する

など、古くから、海上交通の中心地として利用されており、昭

和１０年代から４０年代までは、和歌山下津港の中心地とし

て、木材、化学、セメントの荷下ろしや出荷などに利用されて

きました。 

しかしながら、近年の船舶の大型化に伴い、係留施設とし

て必要な水深が確保出来なくなり、更に、平成１０年頃以降、

木材の原木輸入が大幅に制限されてから、小型船舶を除き、
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活発的に利用されなくなった地区です。 

また、この地区は、大浦地区と同様、静穏度が非常に良く、

更に、中・大型船舶があまり入港しないこともあって、許可無

く、約８０隻の放置艇が、係留していました。 

このため、近隣住民や事務所から、「放置艇が凶器にな

る」、「放置艇が、廃棄物を不法投棄し易い環境にしている」

などの苦情が、多くありました。 

 

 そこで、大浦地区で実施した放置艇“0”大作戦を、内港地

区でも、引き続き、実施することとなりました。 

 今回は、前回の大浦地区での反省を活かして、まず、図５

－２のとおり、実施スケジュールを作成し、何時までに、何を

実施し、最後の目的達成が何かを事務作業や現場作業に携

わる職員が理解できるように進めました。 

 
 

実施にあたっては、大浦地区と同様に、進めました。この

地区は、大浦地区とは異なり、隣接した対岸の水域箇所に

湊第一小型船舶係留施設を整備していることや数ヶ月前の

大浦地区での報道がなされたこともあり、所有者の大半は、

移動期限より早く移動されました。 

 

 

また、船舶事業者も、前回同様に、協力して頂いたことも

あり、沈没した１隻を残して、放置艇“0”大作戦を開始した１

０月から約５ヶ月間で、ほぼ“0”を達成しました。 

その後、残りの１隻の船については、自宅訪問などの地道

な作業と平行し、行政代執行を視野に入れて、手続きを行っ

た結果、本年の５月末に、所有者が、自主撤去を実施し、結

果、内港地区での放置艇“0”を達成しました。 

 

６ おわりに 
 和歌山下津港大浦及び内港地区での放置艇“0”の実現は、

和歌山県だけで達成出来た成果では無く、報道機関、地元

自治会、船舶愛好団体や船舶事業者等との連携の結果であ

ります。ここに、ご協力頂いた皆様へ改めて感謝の気持ちを

述べるとともに、引き続き、来る東南海・南海地震の津波対

策、平成２７年度の「紀の国わかやま国体」の環境美化のた

め、１隻でも多くの放置艇の違法状態を解消するため、本年

度も、和歌山下津港海南港区、県管理河川土入川（どうにゅ

うがわ）など、和歌山県内各地で、放置艇“0”大作戦を進め

て参ります。
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